
濟広報くろしお  №158　2019（令和元）年5月号

　
「
取
引
」
、「
証
明
」
に
使
用
す
る
計
量

器
は
２
年
に
１
度
の
法
定
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
町

で
は
今
年
度
が
検
査
の
年
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
日
程
で
検

査
が
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、
対
象
と
な

る
計
量
器
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
必

ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
・
場
所
　
　

・
５
月

１３
日
（
月
）

　
午
前

１１
時
〜
午
前

１１
時

４５
分

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

　
佐
賀
支
所

・
５
月

１４
日
（
火
）

　
午
前
９
時

３０
分
〜
午
前

１１
時

４５
分

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

　
本
庁

◆
対
象
と
な
る
計
量
器

取
引
・
証
明
行
為
に
使
用
さ
れ
る
計

量
機
で
検
定
証
印
な
ど
が
付
さ
れ
た

も
の

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
計
量
検
定
室

　
　
　
蕁

０
８
８
―

８
４
５
―

７
７
７
０

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 

商
工
係

　
　
　
蕁

５
５
―

３
１
１
５

【
高
知
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
】

　
５
月
上
旬
発
送
予
定
の
自
動
車
税
の

納
期
限
は
５
月

３１
日
（
金
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。
納
付
は
必
ず
納
期
限
ま
で
に
、

銀
行
、
郵
便
局
、
農
協
な
ど
お
近
く
の

金
融
機
関
で
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　
本
年
度
も
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
の
納
付
が
可
能
で
す
。
平
日
に
納

付
で
き
な
い
方
な
ど
は
、
納
税
通
知
書

を
お
持
ち
の
上
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
詳

し
く
は
、
納
税
通
知
書
の
裏
面
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
）

　
な
お
、
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な

い
方
が
い
ま
し
た
ら
左
記
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
身
体
障
が
い
者
な
ど
の
方
の

減
免
手
続
き
期
限
も
５
月

３１
日
（
金
）
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
幡
多
県
税
事
務
所
　
　
　

蕁

３
５
―

５
９
７
２

　
町
で
は
、
障
が
い
者
の
雇
用
の
促
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
障
が
い

者
を
対
象
と
し
た
非
常
勤
職
員
を
左
記

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

◆
試
験
区
分
・
採
用
予
定
人
数

　
一
般
行
政
事
務
（
非
常
勤
職
員
）

　
若
干
名
採
用
　
※
月

１８
日
勤
務

◆
受
験
資
格

・
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

◆
受
付
期
間

　
５
月

３１
日
（
金
）
ま
で

※
応
募
状
況
に
よ
っ
て
は
期
間
内
で
あ

っ
て
も
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
応
募
に
必
要
な
書
類

・
受
験
申
込
書

・
自
筆
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

・
障
害
者
手
帳
の
写
し

◆
試
験
方
法
・
場
所

　
本
庁
に
て
面
接
試
験
を
実
施

◆
そ
の
ほ
か

　
勤
務
条
件
な
ど
、
詳
し
く
は
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

総
務
課 

行
政
人
事
係

蕁

４
３
―

２
１
１
２

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

自
動
車
税
の
納
付
に
つ
い
て

基準適合証印

検定証印

※
他
に
も
対
象
と
な
る
証
印
が
あ
り
ま
す

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

非
常
勤
職
員
（
障
が
い
者
対
象
）

募
集
の
お
知
ら
せ

　
４
月
１
日
付
け
で
、
黒
潮
町
担
当
の

行
政
相
談
委
員
に
、
曽
根
省
子
さ
ん
と

山
下
恵
美
子
さ
ん
が
再
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の
委

嘱
を
受
け
た
民
間
有
識
者
で
す
。

　
「
行
政
相
談
」
な
ど
で
皆
さ
ん
の
相

談
を
お
聞
き
し
ま
す
。

 
　
　

　○
お
問
い
合
わ
せ

 
高
知
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

 
行
政
監
視
行
政
相
談
課

　
蕁

０
８
８
―

８
２
４
―

４
１
０
０

行
政
相
談
委
員
を
ご
紹
介
し
ま
す（大方地域担当）

曽根　省子
そ ね せい こ

（佐賀地域担当）

山下　恵美子
やま した え み こ


